
○新十津川町不妊治療費の助成に関する条例施行規則 

平成28年３月30日規則第７号 

新十津川町不妊治療費の助成に関する条例施行規則 

新十津川町特定不妊治療費の助成に関する条例施行規則（平成19年新十津川町規則第

40号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、新十津川町不妊治療費の助成に関する条例（平成28年新十津川町

条例第14号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（助成の対象としない治療） 

第２条 条例第３条ただし書の規則で定める不妊治療法は、次のとおりとする。 

(１) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの 

(２) 妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、

妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入

し、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をするもの 

(３) 夫の精子及び妻の卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場

合に、夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入

し、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの 

（対象者の所得要件） 

第３条 条例第４条第１項第４号の規則で定める所得の要件は、夫婦の前年の所得（１

月から５月までの間に申請があった場合については、前々年の所得）の合計額が730

万円未満とする。 

２ 前項の所得の範囲及び計算方法は、児童手当法施行令（昭和46年政令第281号）第２

条及び第３条の規定を準用する。 

（特定不妊治療の過程） 

第４条 条例第５条第１項第２号の規則で定める１回とする不妊治療の過程は、既に北

海道が交付を決定した助成対象の不妊治療の過程とする。 

（助成回数の限度） 

第５条 条例第６条の規則で定める交付回数は、同一夫婦につき、次の各号に掲げる治

療の区分に応じ、当該各号に定める回数を上限とする。 

(１) 一般不妊治療 各年の１月１日から12月31日までの期間に受診したすべての一

般不妊治療に対する助成金の交付を１回とし、満43歳に達するまで通算６回 

(２) 特定不妊治療 次に掲げる回数 

ア 妻の治療開始年齢が満40歳未満の場合 満43歳に達するまで通算６回 

イ 妻の治療開始年齢が満40歳以上の場合 満43歳に達するまで通算３回 

２ 不妊治療の助成を受けて子どもをもうけた夫婦が、第２子以降の不妊治療を行う場

合にあっては、前項の規定にかかわらず、第２子以降の不妊治療の対象となる子ども

ごとに当該規定を適用する。 

（助成の申請） 

第６条 条例第７条の助成の申請は、次に掲げる申請書により行うものとする。 

(１) 一般不妊治療 新十津川町一般不妊治療費助成金交付申請書（別記様式第１号） 



(２) 特定不妊治療 新十津川町特定不妊治療費助成金交付申請書（別記様式第２号） 

２ 前項第１号の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(１) 医療機関が発行する一般不妊治療証明書（別記様式第３号） 

(２) 夫婦のうち治療を行ったものの医療保険加入証 

(３) その他町長が必要と認める書類 

３ 第１項第２号の交付申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(１) 特定不妊治療費の領収書の写し 

(２) 北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定通知書の写し 

(３) 北海道特定不妊治療費助成事業の特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し 

(４) 夫婦のうち治療を行ったものの医療保険加入証 

(５) その他町長が必要と認める書類 

４ 第１項の申請は、原則として治療が終了した日の属する年度の末日までに行わなけ

ればならない。ただし、助成を受けようとする者が、必要な書類の準備に時間を要す

るなどの特別の事情により年度内に申請できなかった場合においては、不妊治療の終

了の日の属する年度の翌年度に申請することができるものとする。 

（決定通知） 

第７条 条例第８条第１項及び第２項の規定による通知は、新十津川町不妊治療費助成

金交付（不交付）決定通知書（別記様式第４号）により行うものとする。 

（助成決定の取消し及び返還） 

第８条 条例第９条第２項の規定による通知は、新十津川町一般不妊治療費助成金取消

（返還）通知書（別記様式第５号）により行うものとする。 

（台帳） 

第９条 町長は、助成の状況を明確にするため、新十津川町一般不妊治療費助成金台帳

（別記様式第６号）を作成するものとする。 

（委任） 

第10条 この規則に定めるもののほか、不妊治療費の助成に関し必要な事項は、町長が

別に定める。 

附 則 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

別記様式第１号（第６条関係） 



 
別記様式第２号（第６条関係） 



 
別記様式第３号（第６条関係） 



 
別記様式第４号（第７条関係） 



 
別記様式第５号（第８条関係） 



 
別記様式第６号（第９条関係） 





 


